
「自動車リサイクル法がスタートすると･･･」

～ある解体業者さんの１日～
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引取業者（登録）引取業者（登録）

フロン類回収業者（登録）フロン類回収業者（登録）

解体業者（許可）解体業者（許可）

破砕業者［プレス･せん断処理、シュレッダー処理］（許可）破砕業者［プレス･せん断処理、シュレッダー処理］（許可）

自動車リサイクル法における都道府県知事等への登録･許可
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解体業者が車両を引き取る場合

１．引取業者（販社、整備業者等）から引取る
解体業者として引き取る

フロン類回収業者として引き取る

①エアコンが装備されていない場合

②エアコンが装備されている場合

２．フロン類回収業者から引取る
①フロン類は回収済み 解体業者として引き取る

３．最終所有者から直接車両を引取る
引取業者として引き取る

3



使用済自動車引取り

部品取り

フロン類回収

エアバッグ類取外回収
（車上作動処理）

解体自動車（廃車ガラ）の引渡し

プレス・せん断処理

事前処理（タイヤ、バッテリー外し）

解体業者による使用済自動車処理の流れ

パターンⅠ
・フロン類回収業者
・解体業者
・破砕業者
としての役割

パターンⅡ
・引取業者
・フロン類回収業者
・解体業者
・破砕業者
としての役割
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「パターンⅠ」
～フロン類回収業者、解体業者、破砕業者としての役割を実施～

・引取業者（販社、整備業者等）から使用済自動車を引き取る

・フロン類は「有」

・エアバッグ類は「有」
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「パターンI」の場合、解体業者の役割は?

フロン類回収業者

解体業者

破砕業者

フロン類の回収

エアバッグ類の取外回収･車上作動処理
再資源化基準に従った解体

破砕前処理基準に従ったプレス･せん断処理
廃車ガラの引渡し

の役割を担うことになる
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フロン類回収業者

解体業者

破砕業者
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フロン類回収業者としての役割

フロン類が「有」の

使用済自動車の「引取報告」
を行う

フロン類を回収した

使用済自動車の
「引渡報告（※）」を行う

フロン類の回収･引渡しと
「フロン類の引渡報告」を行う

・荷姿作成
・都度入力
・フロン類の「引渡報告」

※フロン類回収業者（自社）から

解体業者（自社）への引渡報告
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フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」

自動車リサイクルシステムのホームページにアクセス!
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「事業者向け」を選択

（アドレス; http://www.jars.gr.jp）

http://www.jars.gr.jp/
http://www.jars.gr.jp/


フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」

該当する工程を選択
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フロン類回収業者用の
事業所コード/パスワードを入力

登録完了通知書（フロン類回収業
者用）に記載された事業所コード･
パスワードを入力

※ フロン類回収業者と解体業者の

事業所コード･パスワードは
異なります!!

フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」

「引取報告」を選択



リサイクル券や実車の車台番号を確認して
報告する車台を選択

フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」
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初めて充てん 追加充てん 満タンボンベの引渡しフ
ロ
ン
類
の
回
収･

引
渡
し

荷姿作成

フロン類を初めて充てん
した時に、ボンベ番号を
入力して荷姿をつくる

フロン類を追加充てんし
た都度、追加充てんした
車台を都度入力する

ボンベ満タンで指定
引取場所に引き渡す際、
引渡報告する

都度入力 引渡報告

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

フロン回収破壊法対象のフロン類と自動車リサイクル法対象のフロン類の混在も可能

指
定
引
取
場
所

フロン類の回収･引渡しと「フロン類の引渡報告」

大型ボンベ
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二度引きによる回収

一定時間経過後の再度回収（二度引き）の

徹底をお願いします。

一回！二回！
必ず回収！

フロン類の回収
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高圧ボンベの管理
・有効期限（検査）に注意
・過充てん禁止

大型ボンベ
（３０ｋｇ以下のボンベを使用）

白色の油性塗料等でガスの種別
＜CFC12用、HFC134a用＞

を明記！

フロン類の回収
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フロン類の引渡し（メーカー直送）の
「引渡報告」を選択

• フロン類指定引取場所の事業所コード
• ボンベ番号
• フロン類種別 の入力･選択

「 荷 姿 作 成 」

初めて充てん
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ボンベにフロン類を充てんした車台を選択

初めて充てん

「 荷 姿 作 成 」
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「引渡先確定済荷姿の一覧」を選択

フロン類を追加充てんした
ボンベを選択

「 都 度 入 力 」

追加充てん
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ボンベに回収した車台
情報をメモしておき、
１日分をまとめて入力
すると便利

ボンベにフロン類を追加充てんした車台を選択

追加充てん

「 都 度 入 力 」
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簡
単
便
利

フロン類
回収業者

フリーダイアルで受付

ヤマトコンタクトサービス（株）
0120-260-994

ヤマト運輸（株）が集荷時に専用伝票（自動車
フロン類引渡状兼用）をお持ちします。

下敷き参照

フ ロ ン類の引渡し

ヤマト運輸（株）への集荷依頼時には、
○事業所コード
○荷姿ID
○ボンベ･パレット番号 等

をお知らせください。

〔指定着払方式の場合〕

電話/FAX

※ 来年1月1日以降は、フロン回収破壊法対象のフロン類が
充てんされたボンベ（自動車リサイクル法対象のフロン類
との混在も可）の集荷依頼連絡もヤマトコンタクトサー
ビス（株）にご連絡ください。

http://www.kuronekoyamato.co.jp/
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〈引渡報告画面を印刷してコンタクトサービスにFAXする場合の記入例〉

フ ロ ン類の引渡し

荷姿IDとボンベ･パレット番号は
表示されています（記入不要）

運搬を依頼する大型
ボンベ･専用パレット
をチェックします

ボンベ･パレットサイズ集荷希望日･集荷希望時間帯

3月3日
16時～18時 20kgボンベ

フロン類の集荷依頼をFAXで行う場合
「ボンベ･パレット集荷依頼票」 「フロン類引渡報告画面」

のどちらかをFAX
または
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フ ロ ン類の引渡し

自動車フロン類引渡状

集荷依頼時に連絡された「荷姿ID」「ボンベ･
パレット番号」等が記入された専用伝票を
ヤマト運輸が持参します。

これが自動車フロン類引渡状になるため、
別途作成は不要。
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「フロン類の引渡報告」

満タンになるまでフロン類を
充てんした車台を選択

引渡報告を行うボンベを選択し、センターへ報告

指
定
引
取
場
所

満タンボンベの引渡し



「フロン類の再利用車台連絡」

フロン類を再利用する場合も、再利用のボンベにフロン類を充てんの都度、
車台ごとに電子マニフェストシステムで「再利用車台連絡」を行います

「フロン類再利用車台連絡」を選択

再利用する年度とともに車台を選択
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「フロン類年次報告」を選択

「フロン類年次報告」

毎年度終了後1ヶ月以内（4月末まで）に、前年度の引渡量･再利用量･保管量に
ついて、年次報告を実施

報告する年度を選択
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自動的に計算します自動的に計算します自動的に計算します

「フロン類年次報告」

「年次報告」もそれまで報告
された情報をシステムで集計
して利用するので便利

自動車メーカー等への引渡量、
再利用量、保管量を入力



「解体業者」としての自社の事業所コードを入力します。

フロン類を回収した使用済自動車の「引渡報告」

解体業者への「引渡報告」を選択
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報告する車台を選択

「自社運搬、又は引渡先運搬」を選択

フロン類を回収した使用済自動車の「引渡報告」

再度確認してセンターへ報告



フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行

〔フロン類の引渡方法〕

フロン回収破壊法対象フロン類のみ
充てんしたボンベ

自動車フロン類管理書を添付

混在されたボンベ

自動車フロン類管理書

+ を添付

自動車フロン類引渡状

自動車リサイクル法対象フロン類のみ
充てんしたボンベ

自動車フロン類引渡状を添付

〔自動車フロン券の利用〕

すでに購入済みで未使用の「自動車フロン券」は、本年中に使い切ってください

本年中に使用できなかった「自動車フロン券」については、2005年1月1日以降、
申請を行うことにより自動車リサイクル料金に充当することができます
（2005年6月30日までに申請が必要）

「自動車フロン券」の払戻しは行いません

29



フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行

お支払場所の受領印があること

本票と廃棄者控えが切り離されていないこと

著しい破損、汚損がなく、バーコードが読み
取れること

未使用であり、自動車フロン類管理書に
貼り付けられていないこと

〔自動車フロン券の自動車リサイクル料金への充当〕

2005.06.30
○○ストアー

◇◇◇店

2004年12月31日までにすでに販売されており、リサイクル料金が未預託の
自動車が対象
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フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行

〔自動車リサイクル料金への充当の申請方法〕
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規定の申請書に必要事項を記載し、
未使用の自動車フロン券を貼付。

2005年1月1日～6月30日（当日消印有効）

申請受付期間

申請する車両の車検証の写しを添付。

申請に必要な自動車フロン券枚数および
充当金額は車種区分（乗用車･小型バス･
大型バス）ごとに異なります。



フロン類回収業者

解体業者

破砕業者
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フロン類回収業者（自社）からの

使用済自動車の「引取報告」を
行う

エアバッグ類を取外回収･車上作動
処理した解体自動車の
「引渡報告（※） 」を行う

エアバッグ類の取外回収・車上作動処理を行い

エアバッグ類の「引渡報告」をする

解体業者としての役割

再資源化基準に従った解体も実施

※解体業者（自社）から

破砕業者（自社）への引渡報告
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解体業者用の
事業所コード/パスワードを入力

登録完了通知書（解体業者用）に記載された事業所コード･パスワードを入力

※ フロン類回収業者の事業所コード･パスワードとは異なります!!

「引取報告」を選択

エアバッグ類が「有」の使用済自動車の「引取報告」
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エアバッグ類の処理種別とともに報告する車台番号を選択

エアバッグ類が「有」の使用済自動車の「引取報告」

エアバッグ類の処理を自社で行う場合 「自社処理」をクリック

エアバッグ類の処理を自社で行わない場合
（使用済自動車の解体を行わない）

「次業者処理」をクリック
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事前選別処理品目

再資源化基準に従った適正な回収等を行う

再資源化が不可能な場合は、廃棄物処理法に基づく処理を行う
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エアバッグ類の取外回収･車上作動処理方法
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取外回収

作動処理

エアバッグ類運搬ネットワークを利用する場合

指定引取場所

 

エアバッグ類
（インフレータ等）

解体業者軒下 運搬ネットワーク

個
別
作
動

一
括
作
動

※車上作動処理を行うには、自動車メーカー等との委託契約が必要です



エアバッグ類の作業を実施する際は、自動車メーカー等が提供する

「エアバッグ類適正処理情報」を参照してください。
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エアバッグ類の取外回収･車上作動処理方法

エアバッグ類適正処理情報
（共通情報）

エアバッグ類適正処理情報
（各社情報）



取外回収したエアバッグ類の引取基準

インフレータ等まで分解

取外回収したエアバッグ類の引渡しを行う際は、自動車メーカー等が
定める引取基準に適合する必要があります

インフレータ等まで分解 性 状

エアバッグ類の収納エアバッグ類の収納 荷 姿

エアバッグ類の引き渡しエアバッグ類の引き渡し 引取方法
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運転席 助手席 サイド カーテン

エ ア バ ッ グ

インフレータ

電気式インフレータの安全措置例

ピンタイプ レバータイプ 引上げタイプ

機械式インフレータ（運転席用）の安全装置

〔性状〕

分
解

取外回収したエアバッグ類の引取基準



取外回収したエアバッグ類の引取基準

〔性状〕
シートベルトプリテンショナー
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電気式シートベルトプリテンショナーの安全措置例

機械式シートベルトプリテンショナー

リトラクター部 ファイナルアンカー部バックル部

機械式シートベルトプリテンショナー
の安全措置（例）

車台から取り
外したままの
状態で可



取外回収したエアバッグ類の引取基準

〔荷姿〕

運転席用機械式ｲﾝﾌﾚｰﾀは専用の容器に収納します

〔機械式インフレータ専用回収容器〕

作業前に必ずコーション
ラベルを読んでください
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取外回収したエアバッグ類の引取基準

〔荷姿〕

電気式のエアバッグ類は車台1台分まとめて専用の袋に収納します
〔回収袋〕

エアバッグ類を収納した機械式インフレータ
専用回収容器および回収袋には、該当する
車台番号（末尾4桁以上）を記入した荷札を
取り付けます

〔荷札〕
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取外回収したエアバッグ類の引取基準

〔荷姿〕

機械式ｲﾝﾌﾚｰﾀ専用回収容器と回収袋は専用のケースに収納します

〔回収ケース〕

作業前に必ずコーション
ラベルを読んでください

エアバッグ類10個を
目安にふたがしっかり
閉じる程度まで数台分
を収納
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取外回収したエアバッグ類の引取基準

〔引取方法〕

事前に申請した運搬方法でエアバッグ類を指定引取場所に運搬する

エアバッグ類運搬ネットワークの利用が便利

電子マニフェストによるエアバッグ類の引渡報告が行われていること

運搬業者に引き渡したら、すみやかに引渡報告を行うことが必要
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引取りが拒否される例引取りが拒否される例

以下のような場合は、原則として指定引取場所での引取りが拒否され
エアバッグ類回収料金は支払われないのでご注意ください

インフレータ等の状態が適切でないため、引取りが拒否されるケース（代表例）

バッグやブラケット等がついた状態
（モジュールの状態）

安全措置が行われていない状態

破損あるいは変形したエアバッグ類 エアバッグ類以外のもの
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引取りが拒否される例引取りが拒否される例

以下のような場合は、原則として指定引取場所での引取りが拒否され
エアバッグ類回収料金は支払われないのでご注意ください

収納方法が適切でないため、引き取りが拒否されるケース（代表例）

専用の容器･袋以外のものに収納 荷札をつけていない容器･袋

エアバッグ類の引渡報告が未実施で引き渡された場合
エアバッグ類の引渡報告で報告していない運搬方法で引き渡した場合
エアバッグ類の引渡報告で報告していない指定引取場所に引き渡した場合

正しい引き渡し方法が行われていないため、引き取りが拒否されるケース
（代表例）
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48B票は控え伝票

①電話連絡だけで引取依頼が可能

②輸送伝票にはサインと日付だけ

③引取り時に運搬ネットワーク

業者が空の回収ケースを
持参します

運搬ネットワークを利用したエアバッグ類の運搬

解体業者 指定引取場所

エアバッグ類の運搬

控え伝票の内容は
引渡報告入力時に
利用できます

運搬ネットワークを利用

引渡希望日をお知らせください



東京都港区赤坂1-1-1
TBS解体株式会社
東京都江東区南砂1-2-3
城南運輸株式会社

横浜市中区元町1-4-3
元町通商株式会社

0458291
T  A  5   2  7  7  6  4   1  3  2  1    4
A  C  4   2  8  7  6  4   1  3  2  1    2
Y  C  1   2  7  8  7  6  4   9  3  2    4

10

松井
16   7  10

16   7  10

新庄

3
900

49

各事業者の名称は
あらかじめ印字
されています

運搬業者がケース番号と車台番号、
インフレータ個数を記入するので
内容を確認してください。

解体業者と運搬業者が
日付と署名を記入します

運搬ネットワークを利用したエアバッグ類の運搬

この控えは、廃棄物処理法の収集運搬委託契約書の控えとなります。
あらかじめ提供されている約款とともに5年間大切に保管してください。



解体業者 指定引取場所

エアバッグ類の運搬

収集運搬許可業者に委託

自ら運搬

または

持込みによるエアバッグ類の運搬

①運搬ネットワークを利用せずにエアバッグ類の運搬を行う場合は、廃棄物処理法

の収集運搬に係る独自の委託契約の締結が収集運搬許可業者との間で必要です。

②空ケース等を自らまたは当該収集運搬許可業者が指定引取場所から持帰る必要

があります。

③運搬料金は解体業者に支払われることから、運搬ネットワークを利用せずにエア

バッグ類の運搬を行う場合は、収集運搬許可業者への運搬料金の支払いの実務が
必要になります。

持込運搬は解体業者の負担が大きい
50
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「エアバッグ類処理方法の選択」を選択

エアバッグ類の「引渡報告」（取外回収）

エアバッグ類を取外回収した車台について「回収」を選択

※ 車上作動処理を行った場合は「作動」を選択。

（自動車メーカー等と車上作動処理に関する委託契約を締結しないと選択できない）



エアバッグ類の「引渡報告」（取外回収）

エアバッグ類（取外回収）の「引渡報告」を選択

エアバッグ類指定引取場所の事業所コードの入力

52
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東京都港区赤坂1-1-1
TBS解体株式会社

東京都江東区南砂1-2-3
城南運輸株式会社

横浜市中区元町1-4-3
元町通商株式会社

0458291
T  A  5  2  7  7  6  4  1  3 2  1    4
A  C 4  2  8  7  6   4  1 3  2  1    2
Y C  1  2  7  8  7  6  4  9  3  2    4

3 10
900

松井
16   7  10

16   7  10

新庄

エアバッグ類の「引渡報告」（取外回収）

運搬ネットワークを利用する場合は「運搬委託」を選択し、運搬ネット
ワーク業者名･廃棄物処理法の収集運搬許可番号を入力

ケース番号を入力

回収ケースにエアバッグ類を収納した車台を選択



車上作動処理とは、バッテリーまたは専用のツールを使用して、車上に
装備されたままの状態で作動処理を行う方法。

車上作動処理は、安全かつ
効率的にエアバッグ類の
処理を行う方法。

エアバッグ類の車上作動処理について

① 個別作動方式
個々の電気式エアバッグ類にバッテリーで直接通電して1つ
ずつ作動
（機械式シートベルトプリテンショナーは衝撃を与えて作動）

専用のツールを使用し、1度の操作ですべての電気式エア
バッグ類を作動

② 一括作動方式

※ 自動車メーカー等と車上作動処理の委託契約を締結した場合は、原則

車上作動処理を行ってください 54



車上作動処理の委託契約

各自動車メーカー等

◇ 契約形態

◇ 契約要件

解体業者

55

◇ 契約審査
作動音･発生ガス等について、周辺環境等に配慮した適正な車上作動処理の
実施を宣言いただくことで契約を締結。

特段の施設･設備は不要

簡単な書類の準備で契約可能

契約
契 約
（約款）

〔契約窓口〕

自動車再資源化
協力機構

（1） 作動音･発生ガス対策について

必要となる作動音･発生ガス等の対策がなされていること。

（2） 作業について
エアバッグ類適正処理情報に基づき一括作動処理ツール等を
活用すること。

（3） 実績管理について
実績管理台帳で管理すること。



◇ 作動音対策例

防音カバー等 コンテナ等

-10dB程度 -20dB程度

騒音レベル 身近な音

60dB 普通の会話

70dB 電話のベル

90dB 騒々しい工場

80dB 電車の車内

100dB 電車通過時のガード下

ドア開放2分経過後
の車室内濃度

日本産業衛生学会

基準値

一酸化炭素 0.0175 ppm

0.72 ppm

0.84 ppm

50 ppm

窒素酸化物 5 ppm

アンモニア 25 ppm

◇ 発生ガス対策例

ドア開放 扇風機等で排気

※その他、吸煙装置を専門メーカーが開発中

※ その他の成分についても、基準値より著しく

低い値を示している

カバーをかけることで高周波の音を低減

メガネ･マスクで十分対策が可能

（1） 作動音・発生ガス対策について

耳栓で十分対策が可能

56



（2） 作業について（車上作動処理のツール類）

専用ツールを活用することで、複数のエアバッグ類をより効率的に
車上作動処理することが可能

一括作動処理ツール その他の車上作動処理用ツール

1回の操作で車台に装備されているすべて
の電気式エアバッグ類を車上作動処理す
ることができる。

1998年以降に発売された国内メーカーの
新型車すべてが対応。

エアバッグ類のハーネスに作動用ケーブ
ルを直接接続するタイプと
エアバッグ類のコネクターに作動用コネ
クターを接続するタイプ
がある。
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（3） 実績管理について

◇ 車上作動処理管理台帳

車上作動処理を行った実績は管理台帳に記入し保管

自動車メーカー等が行う監査で確認させていただきます

58



実績を証明する方法として
写真等を添付することも有効

車上作動処理の
実施日
車台番号 等

（3） 実績管理について

59



60

エアバッグ類の「引渡報告」（車上作動処理）

「エアバッグ類処理方法の選択」を選択

エアバッグ類を車上作動処理した車台について「作動」を選択

（自動車メーカー等と車上作動処理に関する委託契約を締結しないと選択できない）
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AA1234567890
BB1234567890
CC1234567890
DD1234567890

AAAAA
BBBBB
CCCCC
DDDDD

4/1
4/1

4/20
4/23

○

○

○

○

2
6
4
1

環境 太郎

環境 太郎

環境 太郎

環境 太郎

エアバッグ類（車上作動処理）の「引渡報告」を選択

エアバッグ類の「引渡報告」（車上作動処理）

エアバッグ類を車上作動処理した車台を選択



一部取外回収･一部車上作動処理の場合は、取外回収したエアバッグ類の
引渡報告を行うことで報告完了

62

「エアバッグ類処理方法の選択」を選択

エアバッグ類の「引渡報告」（一部取外回収･一部車上作動処理）

エアバッグ類を一部取外回収･一部車上作動処理した車台について、
「回収」「作動」の双方を選択

あとの操作は取外回収の引渡報告と同じ



破砕業者としての自社の事業所コードを入力

エアバッグ類を処理した解体自動車の「引渡報告」

破砕業者への「引渡報告」を選択

63



64

報告する車台を選択

「自社運搬、又は引渡先運搬」を選択

再度確認してセンターへ報告

エアバッグ類を処理した解体自動車の「引渡報告」



フロン類回収業者

解体業者

破砕業者
（プレス･せん断処理）

65



プレス･せん断処理業者としての役割

解体業者（自社）からの

解体自動車の「引取報告」
を行う

シュレッダー業者へ解体自動車の
「引渡報告」を行う

認定全部利用者へ解体自動車の
「引渡報告」を行う

非認定全部利用者へ解体自動車の
「引渡報告」を行う

破
砕
前
処
理
基
準
に
従
っ
た

プ
レ
ス･

せ
ん
断
処
理

※ 解体自動車の「引取報告」の方法は、フロン類回収業者･解体業者としての

使用済自動車の「引取報告」の方法と基本的に同じ

※ 全部利用者とは、電炉･転炉等や廃車ガラ輸出業者のことをいいます。 66



67

シュレッダー業者の事業所
コードを入力

※シュレッダー業者において引き渡した

車台を特定できるように画面印刷した
ものを運搬業者に持たせることをお勧
めします。

プレス･せん断処理した解体自動車のシュレッダー業者への「引渡報告」

破砕業者への「引渡報告」を選択

引き渡す車台を選択

運搬方法を選択

以降、これまでの車台の引渡報告と同じ



非認定全部利用者への「引渡報告」を選択

電炉等･廃車ガラ輸出業者の「事業者氏名･名称」
「事業者住所」「事業所名称」「住所」すべてを
入力

プレス･せん断処理した解体自動車の非認定全部利用者への「引渡報告」

68



69

「電炉処理･転炉処理等」か「廃車ガラ輸出」の
どちらかを選択

プレス･せん断処理した解体自動車の非認定全部利用者への「引渡報告」

引き渡す車台を選択

「引渡証明書」として、画面印刷した
ものを活用することをお勧めします
引渡先の非認定全部利用者にサインし
てもらい5年間保管します



「パターンⅡ」
～引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者としての役割を実施～

・最終所有者から直接使用済自動車を引き取る

・フロン類は「有」

・エアバッグ類は「有」

70
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使用済自動車引取り

部品取り

フロン類回収

エアバッグ類取外回収
（車上作動処理）

解体自動車（廃車ガラ）の引渡し

プレス・せん断処理

事前処理（タイヤ、バッテリー外し）

パターンⅠ
・フロン類回収業者
・解体業者
・破砕業者
としての役割

解体業者の使用済自動車処理の流れ

パターンⅡ
・引取業者
・フロン類回収業者
・解体業者
・破砕業者

としての役割



フロン類回収業者

解体業者

破砕業者

フロン類の回収

引取業者 使用済自動車の引取り

「パターンII」の場合、解体業者の役割は?

エアバッグ類の取外回収･車上作動処理
再資源化基準に従った解体

破砕前処理基準に従ったプレス･せん断処理
廃車ガラの引渡し

の役割を担うことになる
72



車両の引取り時に、使用済自動車or中古車のどちらかを決定

査

定

使用済自動車として
引き取る自

動
車
の
引
取
依
頼

？

引取業者としてまず行うこと

中古車として下取る

73



査

定

装
備
・
預
託
確
認

預託申請し、
引取時預託を
実施

使
用
済
自
動
車
の

引
取
り
と
引
取
報
告

リサイクル料金預託済
使用済自動車
として引取り

引取業者の役割

自
動
車
の
引
取
依
頼

中
古
車
販
売
等

中古車として
下取り

使
用
済
自
動
車
の

引
渡
し
と
引
渡
報
告

使用済自動車として引き取った場合、引取業者としての役割を担う

リサイクル料金
未預託

引
取
証
明
書
の
交
付
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リサイクル料金が預託済みの場合

査

定

装
備
・
預
託
確
認

預託申請し、
引取時預託を
実施

使
用
済
自
動
車
の

引
取
り
と
引
取
報
告

リサイクル料金預託済
使用済自動車
として引取り

使
用
済
自
動
車
の

引
渡
し
と
引
渡
報
告

リサイクル料金
未預託

引
取
証
明
書
の
交
付自

動
車
の
引
取
依
頼
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未作動のエアバッグ類が
1つでも装備されていたら

カーエアコンが
装備されていたら

フロン類

エアバッグ類

フロン装備

「有」

エアバッグ類

「有」

預託確認時に
実車装備情報を入力

使用済自動車の装備確認（実車確認）

装 備 確 認 用
下敷きを利用

76



※引取業者（移動報告）用事業所コードとは異なる!!

資金管理システム用の引取業者（預託申請･預託確認）用
事業所コード･パスワードを入力

「引取車両検索」を選択

使用済自動車の預託確認

77



車台を検索する方法は2とおり

《入力必須》車台番号

登録番号/車両番号

リサイクル券番号

使用済自動車の預託確認

-「車台番号」と「登録番号/車両番号」で検索
-「車台番号」と「リサイクル券番号」で検索

《どちらかを入力》

78
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フロン類、エアバッグ類の装備を確認して入力

リサイクル料金が預託済みであることを確認して

引き続き「引取報告」を行う画面に移行

使用済自動車の預託確認



メーカー出荷時にサイドエアバッグが装備されていた使用済自動車の
エアバッグ類の装備を「無」と確定した場合、

使用済自動車の預託確認

サイドエアバッグが装備されていないか

再確認してください

80



81

資金管理システムから電子マニフェストシステムの
「引取報告」画面に移行

※ 「預託申請･預託確認」と「移動報告」の
事業所コード･パスワードは異なる!!

使用済自動車の「引取報告」



フロン類の種別
（CFC、HFC）を選択

最終所有者名を記入

※ 郵便番号･住所･電話番号は

必要に応じ記入

使用済自動車の「引取報告」

センターへ報告

82



引取報告後、最終所有者に使用済自動車一台ごと引取証明書を交付する

リサイクル券を利用

パソコンから出力（印刷）

使用済自動車の「引取証明書」の交付

必要事項を記入し最終所有者へ交付
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リサイクル料金未預託の場合

装
備
・
預
託
確
認

84

自
動
車
の
引
取
依
頼

預託申請し、
引取時預託を
実施

使
用
済
自
動
車
の

引
取
り
と
引
取
報
告

リサイクル料金預託済
使用済自動車
として引取り

使
用
済
自
動
車
の

引
渡
し
と
引
渡
報
告

リサイクル料金
未預託

引
取
証
明
書
の
交
付

査

定



預託確認 預託申請
リサイクル料金の
収納

預託状況の
再確認

未預託の使用済自動車の「引取報告」までの流れ

実車確認した装備状況を
入力し、リサイクル料金
が未預託であること、
預託が必要な金額を確認

リサイクル料金の収納方法を
選択し、預託する旨を申請

郵便局またはコンビニエンス
ストアを利用して、リサイク
ル料金を収納

リサイクル料金を収納した後、
預託済みになっていることを
確認

引
取
報
告
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リサイクル料金が預託されていない場合の画面表示

すべてのリサイクル料金が未預託 フロン類･エアバッグ類が未預託
（後付け装備等）

86

預 託 確 認

リサイクル料金が未預託であること、預託が必要な金額を確認し、
預託申請画面へ移行



預 託 申 請

リサイクル料金の収納方法を3つの方法から選択

収納方法を選択し
預託申請を実施

郵便局口座振替方式

• 預託申請受理後、3営業日後に口座振替
• 口座振替の翌日（預託申請受理後、4日後）以降
預託済みとなり、引取報告が可能

スマートピットカード利用方式およびセブンイレブン利用方式
• 預託申請受理後、15日以内に支払いが必要
• 支払い後30分以内に預託済みとなり、引取報告が可能
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郵便局口座振替方式

口座振替予定日が表示

スマートピットカード（SPC）利用方式

セブン･イレブン利用方式

預託申請受理の確認

SPC番号が表示

払込依頼票番号が表示

選択した収納方法で
リサイクル料金を支払う

88



セブン･イレブン利用方式の場合は「払込依頼票」を印刷してください

リサイクル料金の収納

89
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リサイクル料金が収納された場合、「預託済」と表示される
ので車台番号をクリックし、再度預託確認を行った上で
「引取報告」を行ってください。

「預託状況の再確認」は引取車両情報一覧で確認

預託状況の再確認

「引取車両情報一覧」を選択



預託状況の再確認

預託済みの場合と同じ

実車装備情報を確認･確定

リサイクル料金が預託済みであることを確認して
引き続き「引取報告」画面へ移行

91



92

フロン類の種別
（CFC、HFC）を選択

最終所有者名を記入

※ 郵便番号･住所･電話番号は

必要に応じ記入

使用済自動車の「引取報告」

センターへ報告

預託済みの場合と同じ

引取報告後、最終所有者に使用済自動車1台ごとに引取証明書を交付する。
（預託済みの場合と同じ）

「移動報告」用の
事業所コード･
パスワードを入力



使用済自動車の「引渡報告」

装
備
・
預
託
確
認
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預託申請し、
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フロン類回収業者と
しての自社の事業所
コードを入力

「自社運搬、又は引渡先運搬」
を選択

報告する車台を選択

使用済自動車の「引渡報告」

再度確認してセンターへ報告



これ以降は、パターンⅠを参考
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リサイクル料金の支払い
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リサイクル料金の支払い日程

月末まで 翌月末日

フロン類

指定引取場所において
破壊量を測定

〔取外回収〕

指定引取場所において
個数を確認

〔車上作動処理〕

引渡報告を確認

エアバッグ類

事業者登録時に指定された金融機関
口座に振り込み

エアバッグ類の一部取外回収･一部車上作動処理を行った場合は
取外回収のスケジュールになります。
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支払明細書（フロン類回収料金）
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支払明細書（エアバッグ類取外回収･車上作動処理委託料金）
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- 参 考 -

フロン類回収料金
（自動車メーカー等公表値）

車種クラス 乗用車等 小型バス 大型バス

回収料金 1,550円 3,540円 5,970円

基準引取量 270g 890g 2,050g

※ 1台あたりの引取量が基準引取量を下回った場合は、下回った量に
比例して回収料金が減額されるのでご注意ください。
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- 参 考 -

エアバッグ類取外回収･車上作動処理料金
（具体的な金額は自動車メーカー等が公表）

取外回収 回収した個数に応じた料金

個別作動 作動処理した個数に応じた料金

一括作動
一律の料金

（一括作動ツールの購入･メンテナンス代金含む）

車
上
作
動
処
理
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荷姿用具等の配布

- 参 考 -

自動車リサイクルシステムに解体業者として事業者登録を行った皆さまには、
以下の荷姿用具等をお配り致します。
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回収ケース
（年間処理台数に応じ最低2ケース）

機械式インフレータ専用回収容器
（1ケースあたり1個）

回収袋
（1ケースあたり5枚）

荷札
（100枚程度）

適正処理情報
（冊子）

エアバッグ･シートベルト
プリテンショナーの
取外回収について
（下敷き）

使用済自動車のエアバッグ類適正処理情報

取外回収編･車上作動処理編

第1部 取外回収編 25分
第2部 車上作動処理編 15分

適正処理ビデオ



- 参 考 -

「エアバッグ類運搬ネットワーク」「車上作動処理委託契約」の申込み

自動車リサイクルシステム業者登録の「エアバッグ類運搬方法」で
「持込運搬（元払い）」を選択

自動車リサイクルシステムの業者登録の「作動処理実施希望の有無」で
「無」を選択

「エアバッグ類運搬ネットワーク」を利用したい

「車上作動処理」を実施したい

別途配布の「エアバッグ類運搬ネットワーク/車上作動処理に関する変更申込書」を
「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」に郵送

別途配布の「自動車リサイクルシステム本登録依頼書」と「許可証の写し」を

「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」に郵送

自動車リサイクルシステムの本登録には「業の許可証の写し」の提出が必要です。

「みなし登録」のままでは、「車上作動処理委託契約」が締結できません
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